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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロンチウム
からなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子、セルロースナノファイバー、
並びに、金属硫酸塩の粒子を含む塗料であって、
　前記金属硫酸塩の水１００ｇに対する溶解量は５℃において０．５ｇ以上であり、
　前記化合物の粒子の平均粒径は１７μｍ以下であり、前記金属硫酸塩の粒子の平均粒径
は１７μｍ以下であり、
　前記化合物の粒子の含有量は、前記塗料の全固形分を基準として、０．１０～５０．０
質量％であり、
　前記金属硫酸塩の粒子の含有量は、前記塗料の全固形分を基準として、０．０５～３０
．０質量％であり、
　前記セルロースナノファイバーの含有量は、前記塗料の全固形分を基準として、５．０
質量％以下である、塗料。
【請求項２】
　カップリング剤をさらに含み、
　前記カップリング剤の含有量は、前記塗料の全固形分を基準として、１０．０質量％以
下である、請求項１に記載の塗料。
【請求項３】
　リン酸をさらに含み、
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　前記リン酸の含有量は、前記塗料の全固形分を基準として、１０．０質量％以下である
、請求項１又は２に記載の塗料。
【請求項４】
　アルミニウム粉、亜鉛粉、及び、アルミニウム及び亜鉛を含有する合金粉からなる群よ
り選択される少なくとも１種の金属粉をさらに含み、
　前記金属粉の含有量は、前記塗料の全固形分を基準として、８０．０質量％以下である
、請求項１～３のいずれか一項に記載の塗料。
【請求項５】
　鋼材と、該鋼材の表面上に形成された塗膜と、前記塗膜の上に設けられた上塗り塗膜と
を備え、
　前記塗膜は、
　酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロンチウム
からなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子、並びに、
　金属硫酸塩の粒子を含み、
　前記塗膜の厚みは３μｍ以上であり、
　前記金属硫酸塩の粒子は、硫酸アルミニウム粒子、硫酸ニッケル粒子、及び、硫酸マグ
ネシウム粒子からなる群から選択される少なくとも一つであり、
　前記化合物の粒子の平均粒径は１７μｍ以下であり、前記金属硫酸塩の粒子の平均粒径
は１７μｍ以下であり、
　前記化合物の粒子の含有量は、前記塗膜の全量を基準として、０．１０～５０．０質量
％であり、
　前記金属硫酸塩の粒子の含有量は、前記塗膜の全量を基準として、０．０５～３０．０
質量％であり、
　前記上塗り塗膜は、下記（Ａ）層を含む、被覆鋼材。
（Ａ）　乾燥膜厚１００μｍにおいて、２０～２４０ｇ／（ｍ２・２４ｈ）の透湿度を有
する層（ただし、前記塗膜に含まれる前記少なくとも１種の化合物の粒子及び前記金属硫
酸塩の粒子の組み合わせを含む層を除く）
【請求項６】
　鋼材と、該鋼材の表面上に形成された塗膜と、前記塗膜の上に設けられた上塗り塗膜と
を備え、
　前記塗膜は、
　酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロンチウム
からなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子、並びに、
　金属硫酸塩の粒子を含み、
　前記塗膜の厚みは３μｍ以上であり、
　前記金属硫酸塩の水１００ｇに対する溶解量は５℃において０．５ｇ以上であり、
　前記化合物の粒子の平均粒径は１７μｍ以下であり、前記金属硫酸塩の粒子の平均粒径
は１７μｍ以下であり、
　前記化合物の粒子の含有量は、前記塗膜の全量を基準として、０．１０～５０．０質量
％であり、
　前記金属硫酸塩の粒子の含有量は、前記塗膜の全量を基準として、０．０５～３０．０
質量％であり、
　前記上塗り塗膜は、下記（Ｂ）及び（Ｃ）の少なくとも一つの層を含む、被覆鋼材。
（Ｂ）　酸化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化スト
ロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも一種の化合
物を含有し、且つ、水１００ｇに対する溶解量が５℃において０．５ｇ以上である金属硫
酸塩を含有しない、層
（Ｃ）　水１００ｇに対する溶解量は５℃において０．５ｇ以上である金属硫酸塩を含有
し、且つ、酸化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ス
トロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化
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合物を含有しない、層
【請求項７】
　前記上塗り塗膜は、前記（Ｂ）の層及び前記（Ｃ）の層を含む、請求項６に記載の被覆
鋼材。
【請求項８】
　鋼材と、該鋼材の表面上に形成された塗膜と、前記塗膜の上に設けられた上塗り塗膜と
を備え、
　前記塗膜は、
　酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロンチウム
からなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子、並びに、
　金属硫酸塩の粒子を含み、
　前記塗膜の厚みは３μｍ以上であり、
　前記金属硫酸塩の水１００ｇに対する溶解量は５℃において０．５ｇ以上であり、
　前記化合物の粒子の平均粒径は１７μｍ以下であり、前記金属硫酸塩の粒子の平均粒径
は１７μｍ以下であり、
　前記化合物の粒子の含有量は、前記塗膜の全量を基準として、０．１０～５０．０質量
％であり、
　前記金属硫酸塩の粒子の含有量は、前記塗膜の全量を基準として、０．０５～３０．０
質量％であり、
　前記上塗り塗膜は、下記（Ａ）～（Ｃ）の全ての層を含む、被覆鋼材。
（Ａ）　乾燥膜厚１００μｍにおいて、３００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の透湿度を有す
る層
（Ｂ）　酸化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化スト
ロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも一種の化合
物を含有し、且つ、水１００ｇに対する溶解量が５℃において０．５ｇ以上である金属硫
酸塩を含有しない、又は、前記化合物の全質量に対する前記金属硫酸塩の全質量の比が５
．０質量％以下であるように前記金属硫酸塩を含有する、層
（Ｃ）　水１００ｇに対する溶解量は５℃において０．５ｇ以上である金属硫酸塩を含有
し、且つ、酸化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ス
トロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化
合物を含有しない、又は、前記金属硫酸塩の全質量に対する前記化合物の全質量の比が５
．０質量％以下であるように前記化合物を含有する、層
【請求項９】
　前記（Ｃ）の層における前記金属硫酸塩は、温度５℃及び濃度１ｍｏｌ／Ｌの水溶液と
したときに、５．５以下のｐＨを示す、請求項６～８のいずれか１項に記載の被覆鋼材。
【請求項１０】
　前記（Ｃ）の層における前記金属硫酸塩は、硫酸アルミニウム、硫酸鉄（ＩＩ）、硫酸
鉄（ＩＩＩ）、硫酸銅、及び硫酸クロム（ＩＩＩ）からなる群より選択される少なくとも
一種を含有する、請求項６～８のいずれか一項に記載の被覆鋼材。
【請求項１１】
　前記塗膜は、乾燥膜厚１００μｍにおいて、３００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の透湿度
を有する、請求項５～１０のいずれか１項に記載の被覆鋼材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塗料及び被覆鋼材に関する。本発明は、より具体的には、鋼材、酸化・腐食
による錆層に覆われた鋼材、又は、有機層若しくは無機層に覆われた鋼材（以下、まとめ
て単に鋼材ということがある）に適用することで、鋼材の耐食性を高めるための塗料に関
し、さらに、当該塗料を塗布して塗膜を形成した鋼材（被覆鋼材）に関する。
【背景技術】



(4) JP 6587775 B2 2019.10.9

10

20

30

40

50

【０００２】
　一般に鋼の表面に環境遮断性の高い酸化物層を形成すると、その鋼の耐食性が向上する
ことが知られている。例えば、ステンレス鋼は環境遮断性の高い酸化物層である不動態被
膜を形成し高い耐食性を示す。しかしながら、ステンレス鋼は高価であるとともに、高合
金鋼であることによる孔食発生など耐食性上の問題点を有すること、及び、低合金鋼と比
較して強度及び靭性などの機械的性質が劣る面もあることなどから、構造物や機械に用い
る際の制約が多い。
【０００３】
　また、Ｐ，Ｃｕ，Ｃｒ及びＮｉ等の元素を少量添加して得られる耐候性鋼は、屋外にお
いたときに腐食の進行に伴って、腐食に対して保護性のある錆（保護性錆）を形成し、大
気中における鋼の耐食性を向上させることができ、以後の塗装等の防食処理作業必要性を
低減させることが可能な低合金鋼である。しかし、このような耐候性鋼には保護性錆が形
成されるまでに１０年程度以上の長期間を要し、上記期間中の初期段階で腐食により赤錆
若しくは黄錆等の浮き錆又は流れ錆を生じ外見的に好ましくないばかりでなく、腐食によ
る板厚減少など、著しい損傷が生じるという問題があった。特に酸性環境又は塩化物を含
む厳しい腐食環境においては保護性錆の形成すらなされず、十分な耐食性が確保されない
場合があった。上記問題を解決するために、例えば、特許文献１では、鋼材上にリン酸塩
被膜を形成させる表面処理方法が提案されている。
【０００４】
　一方、鋼材の耐食性を確保するための一般的手段として鋼材表面の塗装が挙げられる。
しかしながら、塗装は、一般的な腐食環境においても塗膜の劣化や塗膜欠陥からの腐食の
進行を防ぐことはできず、腐食の進行を遅らせているにすぎない。例えば、亜鉛末による
犠牲防食作用を利用したジンクリッチプライマー又はジンクリッチペイント等の高防食性
を謳う塗装手段があるが、同様に、その効果を発揮できるのは比較的短期間に限られてお
り、塗膜の劣化や塗膜欠陥からの腐食の進行は本質的には防げない。また、犠牲防食効果
を高めようとするあまり、亜鉛末の含有量を高めたり塗膜を厚くしたりすると、鋼材との
密着性又は施工性が著しく損なわれることに繋がる。このような問題に対し、特許文献２
では、鋼材に無機ジンクリッチペイントを塗布し、塗膜の表面にＭｇ化合物を含む溶液を
塗布する処理で、耐食性能を向上できることが開示されている。
【０００５】
　また、特許文献３及び特許文献４においても、鋼材上に塗布する塗料が開示されている
。これらに開示される塗料は、塗膜の劣化や塗膜欠陥からの腐食の進行を防ぐことができ
ない上述の塗料とは異なる。上記塗料から形成された被膜を表面に備える鋼材では、被膜
形成後の鋼材の腐食反応に伴い、被膜と鋼材との界面に耐食性を有する酸化物層が早期に
形成され、この酸化物層によって鋼材の耐食性が得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１－１４２０８８号公報
【特許文献２】特開２０１７－３５８７７号公報
【特許文献３】特開２００１－２３４３６９号公報
【特許文献４】国際公開第２０１４／０２０６６５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に開示される表面処理方法では、十分な防食性が得られず、一般の
腐食環境には対応できても、酸性環境又は塩化物を含む厳しい腐食環境には対応できなか
った。また、リン酸塩被膜を形成させる前に別の前処理を施す必要があって、処理工程が
複雑となっていた。また、同様の表面処理方法に用いる錆安定化補助処理材が多数開発さ
れているが、本質的には低合金鋼の防食機能を補助するものであり、酸性環境又は塩化物
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を含む厳しい腐食環境には対応できない。
【０００８】
　さらに、特許文献２に開示される処理についても、無処理に対する耐食性向上の改善比
は大きくても約３倍程度にすぎず、一般的な腐食環境には対応できるといえたとしても、
酸性環境又は塩化物を含む厳しい腐食環境において十分な耐食性を付与しているとはいえ
なかった。
【０００９】
　また、このようなジンクリッチペイントは、ショットブラスト処理を施すなどにより得
られた清浄な鋼材表面へ適用するものであり、酸化・腐食による錆層に覆われた鋼材に適
用して高い防食性を示すものではない。
【００１０】
　特許文献３及び特許文献４に開示される被膜と鋼材との界面に形成される酸化物層は高
い防食性を示し、一般的な腐食環境には十分対応できるものであったが、酸性環境又は塩
化物を含む厳しい腐食環境においては十分対応できるとはいえなかった。
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、鋼材等に対して、酸性環境又は塩化
物を含む厳しい腐食環境において、高い耐食性を付与することができる塗料及びこれを用
いて得られる被覆鋼材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化スト
ロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子、並びに、金属硫酸
塩の粒子を含む塗料を提供する。上記塗料において、上記金属硫酸塩の水１００ｇに対す
る溶解量は５℃において０．５ｇ以上である。また、上記化合物の粒子の平均粒径は１７
μｍ以下であり、上記金属硫酸塩の粒子の平均粒径は１７μｍ以下である。また、上記化
合物の粒子の含有量は、上記塗料の全固形分を基準として、０．１０～５０．０質量％で
あり、上記金属硫酸塩の粒子の含有量は、上記塗料の全固形分を基準として、０．０５～
３０．０質量％である。上記塗料を塗布した鋼材等は、酸性環境又は塩化物を含む厳しい
腐食環境において、塗料成分と鋼材及び腐食環境中の物質とが反応し防食化合物層を形成
することにより、高い耐食性を有する。
【００１３】
　上記塗料はカップリング剤をさらに含むことが好ましく、上記カップリング剤の含有量
は、上記塗料の全固形分を基準として、１０．０質量％以下であることが好ましい。上記
塗料が上記カップリング剤を含むことにより、防食化合物層を構成する化合物粒子間の密
着性を向上させ、一層高い防食性が得られやすくなる。
【００１４】
　上記塗料はリン酸をさらに含むことが好ましく、上記リン酸の含有量は、上記塗料の全
固形分を基準として、１０．０質量％以下であることが好ましい。上記塗料が上記リン酸
を含むことにより、塗膜と鋼材との密着性を向上させることができる。
【００１５】
　上記塗料はアルミニウム粉、亜鉛粉、及び、アルミニウム及び亜鉛を含有する合金粉か
らなる群から選択される少なくとも１種の金属粉をさらに含むことが好ましく、上記金属
粉の含有量は、上記塗料の全固形分を基準として、８０．０質量％以下であることが好ま
しい。上記塗料が上記金属粉を含むことにより、腐食等によりすでにめっき金属が損耗し
ているめっき鋼材などにおいて、塗膜中の金属粉がめっき金属の犠牲防食作用を補助する
ことができる。
【００１６】
　上記塗料はセルロースナノファイバーをさらに含むことが好ましく、上記セルロースナ
ノファイバーの含有量は、上記塗料の全固形分を基準として、５．０質量％以下であるこ
とが好ましい。上記塗料がセルロースナノファイバーを含むことにより、防食化合物層を
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構成する結晶粒子を微細化して凝集性を高め、鋼材の耐食性をより向上させることができ
る。
【００１７】
　本発明はまた、鋼材と、該鋼材の表面上に形成された塗膜と、を備える被覆鋼材を提供
する。上記被覆鋼材において、上記塗膜は、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ス
トロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化
合物の粒子、並びに、金属硫酸塩の粒子を含む。上記金属硫酸塩の水１００ｇに対する溶
解量は５℃において０．５ｇ以上であり、上記化合物の粒子の平均粒径は１７μｍ以下で
あり、上記金属硫酸塩の粒子の平均粒径は１７μｍ以下である。上記化合物の粒子の含有
量は、上記塗膜の全量を基準として、０．１０～５０．０質量％であり、上記金属硫酸塩
の粒子の含有量は、上記塗膜の全量を基準として、０．０５～３０．０質量％である。上
記被覆鋼材は、酸性環境又は塩化物を含む厳しい腐食環境において、高い耐食性を有する
。
【００１８】
　上記被覆鋼材において、上記塗膜は、乾燥膜厚１００μｍにおいて、３００ｇ／（ｍ２

・２４ｈ）以下の透湿度を有することが好ましい。塗膜が上記透湿度を有することにより
、腐食環境下で、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、水酸化スト
ロンチウム及び金属硫酸塩等が外部に流出しにくくなり、防食化合物層の形成に有効に供
されやすくなる。
【００１９】
　上記被覆鋼材は上記塗膜の上に設けられた上塗り塗膜をさらに備えることが好ましく、
上記上塗り塗膜は、下記（Ａ）～（Ｃ）の少なくとも一つの層を含むことが好ましい。上
記被覆鋼材が上塗り塗膜をさらに備えることにより、鋼材の耐食性をさらに向上させるこ
とが可能となる。
（Ａ）　乾燥膜厚１００μｍにおいて、３００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の透湿度を有す
る層
（Ｂ）　酸化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化スト
ロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも一種の化合
物を含有し、且つ、水１００ｇに対する溶解量が５℃において０．５ｇ以上である金属硫
酸塩を含有しない、又は、上記化合物の全質量に対する上記金属硫酸塩の全質量の比が５
．０質量％以下であるように上記金属硫酸塩を含有する、層
（Ｃ）　水１００ｇに対する溶解量は５℃において０．５ｇ以上である金属硫酸塩を含有
し、且つ、酸化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ス
トロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化
合物を含有しない、又は、上記金属硫酸塩の全質量に対する上記化合物の全質量の比が５
．０質量％以下であるように上記化合物を含有する、層
【００２０】
　上記上塗り塗膜は、上記（Ｂ）の層及び上記（Ｃ）の層を含むことが好ましく、上記（
Ａ）～（Ｃ）の全ての層を含むことがより好ましい。これにより、防食化合物層を強固に
する効果を発揮しつつ、防食化合物層形成前の過度の腐食を防止することができる。
【００２１】
　また、上記（Ｃ）の層における上記金属硫酸塩は、温度５℃及び濃度１ｍｏｌ／Ｌの水
溶液としたときに、５．５以下のｐＨを示すことが好ましい。さらに、上記金属硫酸塩は
、硫酸アルミニウム、硫酸鉄（ＩＩ）、硫酸鉄（ＩＩＩ）、硫酸銅、及び硫酸クロム（Ｉ
ＩＩ）からなる群より選択される少なくとも一種を含有することが好ましい。これにより
、塗膜側に硫酸を供給しやすくなり、強固な防食化合物層が一層得られやすくなる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、鋼材等に対して、酸性環境又は塩化物を含む厳しい腐食環境において
、高い耐食性を付与することができる塗料及びこれを用いて得られる被覆鋼材を提供する
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ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る被覆鋼材及びこれから得られる耐食性鋼構造体を示す
断面図であり、（ａ）は、鋼材を示し、（ｂ）は、鋼材及び鋼材の表面に塗膜を備える被
覆鋼材を示し、（ｃ）は、鋼材と塗膜との間に防食化合物層が形成された耐食性鋼構造体
を示す。
【図２】本発明の他の実施形態に係る塗料を用いて得られる被覆鋼材及びこれから得られ
る耐食性鋼構造体を示す断面図であり、（ａ）は、めっき鋼材を示し、（ｂ）は、めっき
鋼材及びめっき鋼材の表面に塗膜を備える被覆鋼材を示し、（ｃ）は、めっき鋼材と塗膜
との間に防食化合物層が形成された耐食性鋼構造体を示す。
【図３】被覆鋼材の腐食試験結果を示す図であって、（ａ）は実施例及び比較例１～１０
における試験片の板厚減少量を縦軸に、金属硫酸塩の粒子の平均粒径を横軸にとったとき
の散布図であり、（ｂ）は実施例及び比較例１１～２０における試験片の板厚減少量を縦
軸に、カルシウム化合物及びストロンチウム化合物の粒子の平均粒径の平均粒径を横軸に
とったときの散布図である。
【図４】被覆鋼材の腐食試験結果を示す図であって、（ａ）は実施例及び比較例２１～３
０の試験片の板厚減少量を縦軸に、金属硫酸塩の粒子の平均粒径を横軸にとったときの散
布図であり、（ｂ）は実施例及び比較例３１～４０の試験片の板厚減少量を縦軸に、カル
シウム化合物及びストロンチウム化合物の粒子の平均粒径を横軸にとったときの散布図で
ある。
【図５】被覆鋼材の腐食試験結果を示す図であって、実施例及び比較例４１～５０の試験
片の板厚減少量を縦軸に、カルシウム化合物及びストロンチウム化合物の粒子の平均粒径
を横軸にとったときの散布図である。
【図６】被覆鋼材の腐食試験結果を示す図であって、（ａ）は実施例及び比較例５１～６
０の試験片の板厚減少量を縦軸に、金属硫酸塩の粒子の平均粒径を横軸にとったときの散
布図であり、（ｂ）は実施例及び比較例６１～７０の試験片の板厚減少量を縦軸に、カル
シウム化合物及びストロンチウム化合物の粒子の平均粒径を横軸にとったときの散布図で
ある。
【図７】被覆鋼材の腐食試験結果を示す図であって、実施例及び比較例７１～８０の試験
片の板厚減少量を縦軸に、金属硫酸塩の粒子の平均粒径を横軸にとったときの散布図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の好適な実施形態について説明する。
【００２５】
［塗料］
　本実施形態に係る塗料は、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、
及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子、並
びに、金属硫酸塩の粒子を含む。
【００２６】
　鋼材が腐食環境に置かれると、腐食反応により表面にいわゆる錆と呼ばれる酸化物など
の化合物層が生成する。この化合物層が安定であり且つ緻密で防食的であれば、鋼材の耐
食性が確保されるが、通常はこの化合物層は相変化を生じる可能性が高いとともに、空隙
などを含むためその緻密さが低く、外部の腐食環境に存在する水及び酸素並びに各種腐食
性物質等の下地金属表面への透過を十分抑制できない。
【００２７】
　本実施形態に係る塗料を塗布して塗膜を形成した鋼材（被覆鋼材）においては、被覆鋼
材を腐食環境下に曝露した初期の段階に、環境中から塗膜を透過して供給された水、酸素
及び各種腐食性物質により、鋼材から鉄などの金属イオンが、塗膜からカルシウムイオン
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、ストロンチウムイオン、硫酸イオン及び金属イオン等が供給され、鋼材と塗膜との間又
は塗膜の内部に、鉄、カルシウム及びストロンチウム等の金属の複合酸化物、及び、カル
シウム及びストロンチウム等の金属の硫酸塩を含む防食化合物層が形成される。
【００２８】
　本実施形態の塗料により得られる防食化合物層は緻密であり且つ高い安定性を有する。
生成した防食化合物層は、外部の腐食環境に存在する水、酸素及び各種腐食性物質が鋼材
に過度に透過することを抑制することができる（バリアー効果）。上記防食化合物層が形
成された鋼材（耐食性鋼構造体）は、一般の腐食環境のみならず、酸性環境又は塩化物を
含む厳しい腐食環境において、優れた耐食性を有する。よって、本実施形態に係る塗料は
防食化合物層形成用塗料であるということもできる。
【００２９】
　なお、本実施形態に係る塗料は、本実施形態に係る塗料とは別の一般的な塗料、例えば
、エポキシ樹脂塗料等と混合して用いることもできる。本実施形態に係る塗料を用いるこ
とによる効果は、本実施形態に係る塗料と別の一般的な塗料とを混合した場合にも当然に
発揮され、妨げられない。また、本実施形態に係る塗料中の成分が発揮する効力は、当該
成分と別の一般的な塗料とを混合した場合にも妨げられない。
【００３０】
　以下に、本実施形態に係る塗料に含まれる各成分について説明するとともに、上記塗料
を鋼材に塗布し、腐食雰囲気下に曝露された際の塗膜中の各成分の挙動、及びこれに伴う
効果について詳細に説明する。
【００３１】
（酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロンチウム
からなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子）
　酸化カルシウム及び水酸化カルシウム（以下、カルシウム化合物ということがある）は
、腐食環境中の水と反応しカルシウムイオンを供給する。また、酸化ストロンチウム及び
水酸化ストロンチウム（以下、ストロンチウム化合物ということがある）は、腐食環境中
の水と反応しストロンチウムイオンを供給する。
【００３２】
　このカルシウムイオン及びストロンチウムイオンは、防食化合物層の根幹をなす鉄錆層
の防食性を著しく高めることができる。すなわち、鉄イオンから鉄錆層が形成される際に
、カルシウムイオン及びストロンチウムイオンが鉄錆を形成するＦｅ－Ｏ－Ｈからなる８
面体又は４面体のユニットを凝集させ、防食化合物層の結晶を微細化し、極めて緻密なも
のにすることができる。
【００３３】
　カルシウムイオン及びストロンチウムイオンは、さらに、金属硫酸塩が解離して生じた
硫酸イオンと反応し、それぞれ水に難溶な硫酸カルシウム及び硫酸ストロンチウムを生成
する。この硫酸カルシウム及び硫酸ストロンチウムは、それぞれ硫酸カルシウム及び硫酸
ストロンチウムの生成と並行して腐食反応により塗膜と鋼材との界面に形成された防食化
合物層の空隙部を埋め、防食化合物層を緻密化させることができる。このように防食化合
物層を緻密化することにより、外部環境からの水、酸素、塩分及び亜硫酸ガス等の鋼の腐
食を促進する物質が防食化合物層を透過することを抑制することができる。
【００３４】
　本実施形態において、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び
水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子の平均粒
径は１７μｍ以下である。カルシウム化合物又はストロンチウム化合物の粒子の平均粒径
が１７μｍ以下であることにより、鉄錆の生成速度に対して、十分な速度で、カルシウム
イオン又はストロンチウムイオンが供給され、カルシウムイオン又はストロンチウムイオ
ンによる上述の効果が得られやすくなる。同様の観点から、平均粒径は、好ましくは１５
μｍ以下であり、より好ましくは１０μｍ以下である。
【００３５】
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　塗料は、上記群より選択される少なくとも一種の化合物の粒子として、酸化カルシウム
、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選
択されるいずれか１種の化合物の粒子のみを含んでもよく、上記群から選択される複数の
化合物の粒子を含んでもよい。
【００３６】
　本明細書において、粒子の「平均粒径」とは、特に別の定義をする場合を除いて以下の
ように測定される平均粒径である。まず、各粒子を含む塗料を１００μｍ以上の乾燥塗膜
となるように磨き鋼板に塗布し、その後、乾燥させる。乾燥後の塗膜の断面をＳＥＭ（Ｓ
ｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）－ＥＤＳ（Ｅｎｅｒｇｙ　
Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）で観察する。ＥＤＳに
よる元素分析（組成分析）結果に基づいて、画像中に観察される各粒子を、測定対象の粒
子と測定対象以外の粒子とに区別する。続いて、測定対象となる粒子についての合計２０
０個の定方向最大径を取得し、その算術平均を平均粒径とする。
【００３７】
　なお、「酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロ
ンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子」は、４つの化合物の
うちの単一の化合物から構成される粒子であってもよいし、４つの化合物のうちの複数の
化合物から構成される粒子であってもよい。したがって、画像中において、上記の４つの
組成のうちの２つ以上の領域が接触していれば、これらの領域を足し合わせて一つの粒子
として認識する。また、４つの化合物のうちの一つの化合物の領域同士が接触していれば
、これらも足し合わせて一つの粒子として認識する。
【００３８】
　本実施形態において、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び
水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子の含有量
の合計は、上記塗料の全固形分を基準として、０．１０～５０．０質量％である。塗料中
の上記化合物の粒子の含有量が０．１０質量％以上であることにより、上述の効果が発揮
されやすくなる。また、塗料中の上記化合物の粒子の含有量が５０．０質量％以下である
ことにより、腐食初期のｐＨの過度な上昇を抑制し、上述の効果が発揮されやすくなると
ともに、鋼材からの塗膜剥離を抑制することができる。同様の観点から、上記含有量は、
好ましくは１．０～４５．０質量％であり、より好ましくは１０．０～４５．０質量％で
ある。
【００３９】
（金属硫酸塩の粒子）
　本実施形態に係る塗料に含まれる金属硫酸塩は水溶性であり、上記金属硫酸塩の水１０
０ｇに対する溶解量は５℃において０．５ｇ以上である。よって、通常の大気腐食環境に
おいては、たとえ気温が低い冬季の時期であっても、降雨又は結露により水分が供給され
た際に金属硫酸塩の解離が起こりうる。すなわち、上記金属硫酸塩は、水が供給されると
一定濃度で金属イオンと硫酸イオンに解離する。解離した硫酸イオンは、腐食環境下に曝
露した初期の段階での鋼材中の鉄の溶解を促進し、防食化合物層の早期形成に寄与すると
ともに、生成した鉄酸化物の熱力学的安定性を高め、防食化合物層形成後にさらに腐食環
境下に曝露された際に鉄酸化物が酸化剤として作用することを抑制することができる。ま
た、硫酸イオンは、上述のカルシウム化合物から解離したカルシウムイオン又はストロン
チウム化合物から解離したストロンチウムイオンと反応し、水に難溶なカルシウム又はス
トロンチウムの硫酸塩を生成する。生成した硫酸カルシウム又は硫酸ストロンチウムは防
食化合物層の空隙部を埋めてこれを緻密化し、防食化合物層の防食性を向上させることが
できる。
【００４０】
　加えて、解離した金属イオンは、共存するアニオンと錯イオンを形成しながら防食化合
物層に吸着して、防食化合物層にイオン選択透過性を与え、腐食性アニオンの鋼材への透
過を抑制する効果を奏するとともに、金属イオンの酸化物を生成し、防食化合物層の環境
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遮断効果を著しく高める効果を奏する。また、解離した硫酸イオンがカルシウム化合物か
ら供給されたカルシウムイオン又はストロンチウム化合物から供給されたストロンチウム
イオンと硫酸塩を形成し、防食効果を奏することは上述のとおりである。
【００４１】
　上記金属硫酸塩としては、例えば、硫酸マグネシウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケ
ル、硫酸鉄、硫酸コバルト、硫酸銅、硫酸亜鉛、硫酸スズ及び硫酸クロム等が挙げられる
。上記金属硫酸塩は、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル及び硫酸マグネシウムからなる群
より選択される少なくとも１種の化合物であることが好ましい。
【００４２】
　上記金属硫酸塩は粒子として存在し、その平均粒径は１７μｍ以下である。金属硫酸塩
の粒子の平均粒径が１７μｍ以下であることにより、鉄錆の生成速度に対して、十分な速
度で、硫酸イオン及び金属イオンが供給され、硫酸イオン及び金属イオンによる上述の効
果が得られやすくなる。同様の観点から、平均粒径は、好ましくは１５μｍ以下であり、
より好ましくは１０μｍ以下である。
【００４３】
　金属硫酸塩の粒子の平均粒径の定義も上述と同様である。塗料が、上記の特性を有する
複数の金属硫酸塩の粒子を含有する場合、測定対象となる金属硫酸塩は複数となる。
【００４４】
　さらに、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロ
ンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化合物の粒子の平均粒径は１７μｍ
以下であり、且つ、上記金属硫酸塩の粒子の平均粒径は１７μｍ以下であることにより、
カルシウムイオン、ストロンチウムイオン、硫酸イオン及び金属イオンの生成速度のバラ
ンスを相互にとることができ、また、防食化合物層に大きな欠陥を形成する可能性のある
電気化学的局部電池を形成し難くなるため、カルシウムイオン、ストロンチウムイオン、
硫酸イオン及び金属イオンの全てによる上述の効果を十分得ることができる。上述の平均
粒径が１７μｍ以下でない場合は、結果的に防食化合物層の欠陥が多くなり、厳しい腐食
環境における防食性が確保できない。
【００４５】
　上記金属硫酸塩の粒子の含有量は、上記塗料の全固形分を基準として、例えば０．０５
～３０．０質量％である。上記含有量が０．０５質量％以上であることにより上記金属硫
酸塩によって奏される上述の効果が得られやすくなる。上記含有量が３０．０質量％以下
であることにより、塗膜が脆弱となり、本発明の効果が得られる前に塗膜が剥離すること
を抑制することができる。同様の観点から、上記含有量は、好ましくは１．５～２５．０
質量％であり、より好ましくは３．０～２２．０質量％である。また、カルシウム化合物
及びストロンチウム化合物の粒子の含有量の合計に対する金属硫酸塩の粒子の含有量の比
（金属硫酸塩含有量／カルシウム化合物及びストロンチウム化合物含有量）は、例えば０
．１～３００．０であり、好ましくは０．３～１５．０であり、さらに好ましくは０．５
～５．０である。
【００４６】
（リン酸）
　本実施形態に係る塗料はさらにリン酸を含んでいてもよい。リン酸は塗膜と鋼材との密
着性を向上させる効果を有する。また、塗膜中のリン酸は、水分に触れると、水素イオン
とリン酸イオンに解離する。カルシウム化合物又はストロンチウム化合物が鉄酸化物を微
細化する過程で、鋼材から溶出する鉄イオンとリン酸との反応によりリン酸鉄を生成し、
防食化合物層をさらに緻密化することができる。また、解離したリン酸イオンはカルシウ
ムイオン又はストロンチウムイオンと反応し、水に難溶なリン酸カルシウム又はリン酸ス
トロンチウムを生成し、防食化合物層の環境遮断性を向上させることができる。
【００４７】
　リン酸の含有量は、上記塗料の全固形分を基準として、例えば１０．０質量％以下であ
ることができる。上記含有量が１０．０質量％以下であることにより、カルシウム化合物
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又はストロンチウム化合物による防食化合物層の緻密化がリン酸鉄の生成に対して優勢に
なり、腐食環境曝露初期における鋼材の腐食を必要以上に加速することを抑制することが
できる。上記含有量は、好ましくは０．３～１０．０質量％であり、より好ましくは０．
６～１０．０質量％であり、さらに好ましくは１．０～１０．０質量％である。
【００４８】
（金属粉）
　本実施形態に係る塗料はさらにアルミニウム粉、亜鉛粉、及び、アルミニウム及び亜鉛
を含有する合金粉からなる群より選択される少なくとも１種の金属粉を含んでいてもよい
。これらの金属粉の構成元素は、鋼材のめっきに用いるめっき金属の構成元素と同じであ
ることができる。上記塗料が上記金属粉を含むことにより、腐食等によりすでにめっき金
属が損耗しているめっき鋼材などにおいて、塗膜中の金属粉がめっき金属の犠牲防食作用
を補助することができる。
【００４９】
　また、塗膜中の上記金属粉は、腐食反応によりイオン化し、金属イオンを供給する。そ
して、供給された金属イオンがカルシウムイオン、ストロンチウムイオン及び鉄イオンと
ともに酸化し、防食的な複合酸化物を形成することにより、防食化合物層の形成に寄与す
る。
【００５０】
　金属粉の含有量は、上記塗料の全固形分量を基準として、例えば８０．０質量％以下で
あることができる。上記含有量が８０．０質量％以下であることにより、防食化合物層の
形成前の早期の段階で塗膜の鋼材からの剥離の発生を抑制することができる。なお、塗膜
剥離を回避できる塗膜設計が別途実現できるのであれば、金属粉の含有量が８０．０質量
％を超えても構わない。金属粉の効果を効率よく発揮させるべく、金属粉を含有させる場
合の含有量の下限は５質量％とすることができる。
【００５１】
（カップリング剤）
　本実施形態に係る塗料はさらにカップリング剤を含んでいてもよい。上記塗料がカップ
リング剤を含むことにより、防食化合物層を構成する化合物粒子間の密着性を向上させ、
鋼材の耐食性をより向上させることができる。カップリング剤としては、２－（３，４－
エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチル
ジメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプ
ロピルメチルジエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－２
－（アミノエチル）－３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－２－（アミノエ
チル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリメトキシシラ
ン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－トリエトキシシリル－Ｎ－（１，３－
ジメチル－ブチリデン）プロピルアミン、Ｎ－フェニル－３－アミノプロピルトリメトキ
シシラン、Ｎ－（ビニルベンジル）－２－アミノエチル－３－アミノプロピルトリメトキ
シシランの塩酸塩、３－イソシアネートプロピルトリエトキシシラン、３－メルカプトプ
ロピルトリメトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキ
シシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、γ－メタクリロキシ
トリメトキシシラン、イソプロピルトリイソステアロイルチタネート、テトラオクチルビ
ス（ジドデシル）ホスファイトチタネート、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、
イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネート、アルミニウム系カップリング
剤、及びジルコニウム系カップリング剤等が挙げられる。
【００５２】
　カップリング剤の含有量は、上記塗料の全固形分量を基準として、例えば１０．０質量
％以下であることができる。上記含有量が１０．０質量％以下であることにより、密着性
向上の効果が含有量の増加に対して飽和せず、含有量の増加に応じて得ることができる傾
向がある。なお、密着性向上の効果の飽和を回避できる塗膜設計が別途実現できるのであ
れば、カップリング剤の含有量が１０．０質量％を超えても構わない。カップリング剤の
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効果を効率よく発揮させるべく、カップリング剤を含有させる場合の含有量の下限は０．
１質量％とすることができる。
【００５３】
（セルロースナノファイバー）
　本実施形態に係る塗料はさらにセルロースナノファイバーを含んでいてもよい。上記塗
料がセルロースナノファイバーを含むことにより、防食化合物層を構成する結晶粒子を微
細化して凝集性を高め、鋼材の耐食性をより向上させることができる。
【００５４】
　セルロースナノファイバーの含有量は、上記塗料の全固形分量を基準として、例えば５
．０質量％以下であることができる。上記含有量が５．０質量％以下であることにより、
凝集性向上の効果が含有量の増加に対して飽和せず、含有量の増加に応じて得ることがで
きる傾向がある。また、上記含有量が５．０質量％以下であることにより、上記塗料の粘
度が過度に高くなることを抑制し、塗布効率の低下を防止できる傾向がある。なお、凝集
性向上の効果の飽和を回避できる塗膜設計が別途実現できるのであれば、セルロースナノ
ファイバーの含有量が５．０質量％を超えても構わない。セルロースナノファイバーの効
果を効率よく発揮させるべく、セルロースナノファイバーを含有させる場合の含有量の下
限は０．０５質量％とすることができる。
【００５５】
（樹脂）
　本実施形態に係る塗料はさらに樹脂を含むことができる。上記樹脂としては、特に制限
されず、ビニルブチラール樹脂（ポリビニルブチラール樹脂等）、エポキシ樹脂、変性エ
ポキシ樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、ニトロセルロース樹脂、ビニル樹脂（ポリ塩
化ビニル、ポリ酢酸ビニル、及びポリビニルアルコール等）、フタル酸樹脂、メラミン樹
脂、及びフッ素樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は熱可塑性樹脂であっても熱硬化性樹
脂であってもよい。上記樹脂が熱硬化性樹脂である場合、塗料は必要に応じて硬化剤をさ
らに含むことができ、通常、塗料は乾燥中及び乾燥後に硬化する。熱硬化性樹脂の重量平
均分子量は特に限定されないが、２００～２００００程度である。また、熱可塑性樹脂の
重量平均分子量は特に限定されないが、１００００～５００００００程度である。上記塗
料が樹脂を含むことにより、上記塗料を鋼材表面に塗布した後、上記塗料中の各成分が鋼
材表面付近に保持されやすくなる。したがって、塗布後、防食化合物層が形成される前に
、降雨又は結露等によって上記塗料中の各成分が外部へ流出することが抑制され、本実施
形態に係る塗料が奏する作用効果が一層得られやすくなる。
【００５６】
　塗料中の樹脂の含有量の下限値は、塗料の全固形分を基準として、例えば、３．０質量
％であってもよく、５．０質量％であってもよく、１０．０質量％であってもよく、２０
質量％であってもよい。樹脂の含有量が３．０質量％以上であることにより、鋼材上に防
食化合物層が形成されるまで塗料中の各成分が鋼材表面付近に保持されやすくなる傾向が
ある。塗料中の樹脂の含有量の上限値は、塗料の全固形分を基準として、例えば、９５．
０質量％であってもよく、９０．０質量％であってもよく、７０．０質量％であってもよ
く、５０．０質量％であってもよい。樹脂の含有量が９５．０質量％以下であることによ
り、鋼材上に防食化合物層が形成されやすくなる傾向がある。
【００５７】
（その他の成分）
　本実施形態に係る塗料は、必要に応じて、その他の一般的な着色顔料、体質顔料、防錆
顔料、及び特殊機能顔料の他、チキソ剤、分散剤、及び酸化防止剤等の添加剤を含むこと
ができる。上記塗料は腐食環境が厳しい場合に耐食性を制御するために防錆顔料を含むこ
とがあるが、耐食性鋼構造体に過度の耐食性を与えないために、その含有量は、上記塗料
の全固形分を基準として、３０．０質量％以下であることができ、２０．０質量％以下で
あってもよく、１０．０質量％以下であってもよい。本実施形態において、塗料に含まれ
るカルシウム化合物、ストロンチウム化合物及び金属硫酸塩以外の他の粒子状の材料の平
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均粒径は１００μｍ以下であることができ、好ましくは３０μｍ以下である。
【００５８】
（溶剤）
　本実施形態に係る塗料は、溶剤をさらに含むことができる。上記溶剤としては、キシレ
ン及びトルエン等の芳香族系、イソプロピルアルコール及びノルマルブタノール等の炭素
数３以上のアルコール系、並びに、酢酸エチル等のエステル系等の非水系溶剤；水、メチ
ルアルコール及びエチルアルコール等の水系溶剤が挙げられる。また、上記樹脂は上記溶
剤に溶解する樹脂であることができ、非水系溶剤に溶解する樹脂であってもよく、水系溶
剤に溶解する樹脂であってもよい。
【００５９】
　本明細書において、上記塗料の粘度は２０℃においてＢ型粘度計によって測定される。
上記塗料の粘度は、塗布方法によって適宜選択されるが、例えば２００～１０００ｃｐｓ
であることができる。塗料中の溶剤の含有量は、塗料の粘度が上記範囲となるように調整
することができる。
【００６０】
［被覆鋼材及び耐食性鋼構造体］
　図１は本発明の一実施形態に係る被覆鋼材及びこれから得られる耐食性鋼構造体を示す
断面図であり、（ａ）は、鋼材１０を示し、（ｂ）は、鋼材１０及び鋼材１０の表面に設
けられた塗膜２０を備える被覆鋼材１００を示し、（ｃ）は、鋼材１０と塗膜２０との間
に防食化合物層３０が形成された耐食性鋼構造体２００を示す。
【００６１】
　図１の（ａ）で示される鋼材１０の鋼種は特に限定されず、普通鋼材であってもよく、
低合金鋼材であってもよく、ステンレス鋼等の高合金鋼材であってもよく、特殊鋼材であ
ってもよい。鋼材は、表面に錆層又は有機層若しくは無機層を有さなくてもよく、錆層又
は有機層若しくは無機層を有していてもよい。
【００６２】
　なお、塗布前に鋼材１０表面をショットブラスト又は電動工具等で研磨してもよく、表
面に錆層が形成されている場合にはワイヤーブラシ等で容易に除去できる錆を除去しても
よい。また、鋼材が表面に錆層又は有機層若しくは無機層を有している場合、これらの層
を剥離しなくともよく、これらの層を含めて鋼材の表面に塗膜を設けることができる。
【００６３】
　図１の（ｂ）の、塗膜２０を備える被覆鋼材１００は、（ａ）で準備した鋼材１０の表
面に上記の塗料を塗布し、必要に応じて上記塗料を乾燥させることにより得ることができ
る。したがって、塗膜２０の組成は、上記塗料中の固形分の組成と同一であることができ
る。また、塗膜２０中の粒子状の材料の平均粒径は、上記塗料中の平均粒径と同一である
ことができる。すなわち、塗膜２０は、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロ
ンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化合物
の粒子、並びに、金属硫酸塩の粒子を含んでいる。塗膜２０において、上記金属硫酸塩の
水１００ｇに対する溶解量は５℃において０．５ｇ以上である。さらに、酸化カルシウム
、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選
択される少なくとも１種の化合物の粒子の平均粒径は１７μｍ以下であり、金属硫酸塩の
粒子の平均粒径は１７μｍ以下である。上記化合物の粒子の含有量は、上記塗膜の全量を
基準として、０．１０～５０．０質量％であり、上記金属硫酸塩の粒子の含有量は、上記
塗膜の全量を基準として、０．０５～３０．０質量％である。
【００６４】
　上記塗料の塗布方法としては、エアスプレー、エアレススプレー、刷毛塗り及びローラ
ー塗り等が挙げられる。また、上記塗料の乾燥は、例えば、常温（２５℃）常圧（１ａｔ
ｍ）の空気中での自然乾燥等により行われる。乾燥時間は、乾燥形態により異なるものの
、通常３０分～６時間程度であり、実用的な塗膜強度が得られる程度に選択される。上記
塗布方法によれば、場所を選ばず塗料を塗布することができる。また、１回の塗布作業で



(14) JP 6587775 B2 2019.10.9

10

20

30

40

50

も塗膜が得られるため、経済性にも優れている。さらには、被覆鋼材が設置される現場で
の塗布が可能であるため、現場での鋼材の切断及び溶接等の加工後にも対応できる。塗膜
２０は、塗料を１回塗布することにより形成することもできるが、複数回重ねて塗布する
ことにより形成してもよい。塗膜２０を塗料を複数回重ねて塗布することにより形成する
場合、塗料の組成はそれぞれ同じであってもよく、異なっていてもよい。
【００６５】
　上記塗膜２０の厚さは１～１０００μｍであることができる。塗膜２０の厚さが１μｍ
以上であることにより、塗料中の各成分が鋼材上に十分保持され、被覆鋼材が腐食環境下
に曝露された際に、防食化合物層３０の形成に対して鋼材の腐食のみが先行しすぎない傾
向がある。したがって、防食化合物層３０により鋼材に対して十分なバリアー効果が得ら
れやすくなる。特に、海塩粒子飛来環境においても、塩素イオンの透過による過度の腐食
を防止し、防食化合物層３０を形成させることができる傾向がある。また、上記塗膜の厚
さが１０００μｍ以下であることにより、経済的に有利であるばかりでなく、下地の鋼材
に何らかの影響で発生した応力により塗膜に曲げモーメントが発生した場合等の、塗膜２
０の割れ又は鋼材表面からの剥離を抑制することができる。塗膜２０の厚さの下限値は、
３μｍであってもよく、５μｍであってもよく、１０μｍであってもよい。塗膜２０の厚
さの上限値は、７５０μｍであってもよく、５００μｍであってもよい。
【００６６】
　塗膜２０は、乾燥膜厚１００μｍにおいて、３００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の透湿度
を有することが好ましく、２００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の透湿度を有することがより
好ましい。透湿度とは一定時間に単位面積の膜状物質を通過する水蒸気の量を示し、膜状
物質を境界線として一方の空気を相対湿度９０％、他方の空気を脱湿剤によって乾燥状態
に保ち、２４時間にこの境界線を通過する水蒸気の量をその膜状物質１ｍ２当たりに換算
した値である。塗膜２０が、３００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の透湿度を有することによ
り、腐食環境下における、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、水
酸化ストロンチウム及び金属硫酸塩等の解離の加速を抑制し、これらの外部への流出を抑
制することができる。その結果、塗膜２０中の酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化
ストロンチウム、水酸化ストロンチウム及び金属硫酸塩が防食化合物層３０の形成に有効
に供されやすくなる。
【００６７】
　本実施形態では、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、水酸化ス
トロンチウム及び金属硫酸塩の粒子は、１７μｍ以下と小さい平均粒径を有することから
、腐食環境下において解離しやすく、防食化合物層の早期形成に貢献することができる。
一方で、腐食環境下での解離が比較的容易に起こりやすいことから、腐食環境下に曝露し
た初期の段階で水分の供給量が過剰としない観点から、塗膜２０の透湿度は低いことが好
ましい。塗膜２０に含まれる、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム
、水酸化ストロンチウム及び金属硫酸塩等の化合物はいずれも水溶性であるため、これら
の存在は塗膜２０の透湿度を大きくすることがある。また、実際の塗布工程では、塗膜２
０に微細な亀裂等の欠陥が生じることが考えられ、このような欠陥も塗膜２０の透湿度を
大きくすることがある。しかし、樹脂等の種類及び量を適切に設計することにより、塗膜
２０の透湿度を低くすることができる。
【００６８】
　なお、塗膜２０の透湿度が低すぎると酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロ
ンチウム、水酸化ストロンチウム及び金属硫酸塩の反応（解離等）が遅くなるが、そのこ
と自体は厳しい腐食環境において防食性を確保する観点からは問題がない。塗膜の透湿度
がゼロでなければ、僅かながらも水等が侵入し、腐食を伴う防食化合物層の形成が進行す
るからである。したがって、塗膜２０の透湿度は低くても、ゼロでなければ本発明の効果
を得ることができる。
【００６９】
　また、塗膜２０を形成後、該塗膜２０の表面にさらに別の１層又は２層以上の上塗り塗
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膜を形成してもよい。すなわち、被覆鋼材１００は、塗膜２０の上に設けられた上塗り塗
膜をさらに備えていてもよい。上塗り塗膜は、下記（Ａ）～（Ｃ）の少なくとも一つの層
を含むことが好ましく、下記（Ａ）～（Ｃ）のいずれか２つ以上の層を含むことがより好
ましく、下記（Ｂ）の層及び下記（Ｃ）の層を含むことがさらに好ましく、下記（Ａ）～
（Ｃ）の全ての層を含むことが特に好ましい。本明細書において、上塗り塗膜が２つ以上
の層を含む場合、塗膜に近い方から順に、第１上塗り塗膜、第２上塗り塗膜、及び第３上
塗り塗膜等と称することがある。上塗り塗膜中の下記（Ａ）～（Ｃ）の層の配置の順番は
特に制限されないが、上塗り塗膜が下記（Ａ）の層を含む２つ以上の層からなる場合、下
記（Ａ）の層は塗膜２０から最も遠い層（上塗り塗膜の最表面を構成する層）であること
が好ましい。この場合、塗膜２０から近い層（例えば、第１上塗り塗膜）は下記（Ｂ）の
層又は下記（Ｃ）の層であることができる。上塗り塗膜は、本実施形態で得られる効果を
妨げない範囲において、下記（Ａ）～（Ｃ）以外の別の層をさらに含んでいてもよい。ま
た、上塗り塗膜は、塗膜２０と直接接触していてもよく、直接接触していなくてもよい。
（Ａ）　乾燥膜厚１００μｍにおいて、３００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の透湿度を有す
る層
（Ｂ）　酸化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化スト
ロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも一種の化合
物を含有し、且つ、水１００ｇに対する溶解量が５℃において０．５ｇ以上である金属硫
酸塩を含有しない、又は、上記化合物の全質量に対する上記金属硫酸塩の全質量の比が５
．０質量％以下であるように上記金属硫酸塩を含有する、層
（Ｃ）　水１００ｇに対する溶解量は５℃において０．５ｇ以上である金属硫酸塩を含有
し、且つ、酸化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ス
トロンチウム、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化
合物を含有しない、又は、上記金属硫酸塩の全質量に対する上記化合物の全質量の比が５
．０質量％以下であるように上記化合物を含有する、層
【００７０】
　以下、上記（Ａ）～（Ｃ）の層について順に説明する。（Ａ）の層は、乾燥膜厚１００
μｍにおいて、３００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の透湿度を有する層である。上記（Ａ）
の層は、乾燥膜厚１００μｍにおいて、２００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以下の透湿度を有す
ることが好ましい。透湿度とは一定時間に単位面積の膜状物質を通過する水蒸気の量を示
し、膜状物質を境界線として一方の空気を相対湿度９０％、他方の空気を脱湿剤によって
乾燥状態に保ち、２４時間にこの境界線を通過する水蒸気の量をその膜状物質１ｍ２当た
りに換算した値である。上記（Ａ）の層のような上塗り塗膜が形成されることにより、鋼
材等に意匠性を付与することができるとともに、防食化合物層による防食効果を補助する
ことができ、鋼材の耐食性をさらに向上することが可能となる。また、上記（Ａ）の層の
透湿度は、乾燥膜厚１００μｍにおいて、２０ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以上であってもよい
。上記（Ａ）の層の透湿度が２０ｇ／（ｍ２・２４ｈ）以上であることにより、防食化合
物層の形成に必要な水分を鋼材１０と塗膜２０との間に早期に供給しやすくなり、耐食性
付与の効果が発揮されやすくなる。このように、上塗り塗膜が上記（Ａ）の層を含むこと
により、外部環境によらず、塗膜２０に供給される水の量を制御することができる。ただ
し、上記（Ａ）の層の透湿度は、乾燥膜厚１００μｍにおいて、２０ｇ／（ｍ２・２４ｈ
）未満であっても差し支えない。上記（Ａ）の層の透湿度が小さいと、鋼材１０と塗膜２
０との間への水分の供給が少なくなり、防食化合物層が早期に形成されにくくなる。しか
し、同時に透湿による鋼材１０の早期の腐食、溶出及び板厚減少も防止することができる
。上記（Ａ）の層によって、鋼材１０の腐食が十分防止されている場合には、防食化合物
層の形成が必ずしも早期になされる必要はないからである。
【００７１】
　上記（Ａ）の層を形成するための樹脂塗料は、ポリエチレン樹脂、エポキシ樹脂、ポリ
ビニルブチラール樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、又はこれらの混合物等であることが
できる。上記（Ａ）の層の透湿度は、上記樹脂塗料に用いる樹脂を選択又は混合すること
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により、所望の範囲内に制御することができる。例えば、ポリエチレン樹脂の乾燥膜厚１
００μｍにおける透湿度は約５～２０ｇ／（ｍ２・２４ｈ）であり、エポキシ樹脂の透湿
度は約２０～４０ｇ／（ｍ２・２４ｈ）であり、ポリビニルブチラール樹脂の透湿度は約
１００～２００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）であり、ポリビニルアルコール樹脂の透湿度は約２
００～４００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）である。
【００７２】
　上記（Ａ）の層の厚さは、例えば、１０～３００μｍであり、２５～２００μｍである
ことが好ましく、２５～１５０μｍであることがより好ましい。また、上記（Ａ）の層が
奏する効果を得るためには、上記（Ａ）の層の厚さは、好ましくは５μｍ以上であり、よ
り好ましくは１０μｍ以上であり、さらに好ましくは１５μｍ以上であり、特に好ましく
は２０μｍ以上であり、３０μｍ以上であってもよく、５０μｍ以上であってもよい。上
記（Ａ）の層の厚さは、経済的な観点から、例えば、１ｍｍ以下、５００μｍ以下、又は
３００μｍ以下等であることができるが、上記（Ａ）の層が奏する効果を得る観点からは
特に制限されない。
【００７３】
　次に、上記（Ｂ）の層について説明する。（Ｂ）の層は、酸化バリウム、水酸化バリウ
ム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロンチウ
ムからなる群より選択される少なくとも一種の化合物（酸化物又は水酸化物）を含有する
層である。（Ｂ）の層はまた、水１００ｇに対する溶解量が５℃において０．５ｇ以上で
ある金属硫酸塩を含有しない、又は、上記化合物の全質量に対する上記金属硫酸塩の全質
量の比が５．０質量％以下であるように上記金属硫酸塩を含有する、層である。上記（Ｂ
）の層が上記金属硫酸塩を含有する場合、上記化合物の全質量に対する上記金属硫酸塩の
全質量の比は、１．０質量％以下であることが好ましく、０．１質量％以下であることが
より好ましい。上記塗膜２０上に、上記（Ｂ）の層のような上塗り塗膜が形成されること
により、外部の腐食環境等に存在する腐食性物質である酸又は塩化物イオンと、上記（Ｂ
）の層に含まれる酸化バリウム等の化合物とが反応し、腐食性物質を上記（Ｂ）の層に捕
捉することができる。上記（Ｂ）の層における酸化バリウム等の化合物の含有量は上記金
属硫酸塩の含有量と比べて十分大きいことから、上記（Ｂ）の層において、上記酸化バリ
ウム等の化合物が上記金属硫酸塩より生じる硫酸イオンと反応せず、外部からの腐食性物
質を捕捉する機能を十分発揮することができる。このため、上塗り塗膜を透過して、塗膜
２０に到達する上記腐食性物質の量を減少させ、鋼材１０と塗膜２０との間に防食化合物
層３０を形成するまでに、鋼材の過剰な腐食反応が進行することを防止することができる
。上記（Ｂ）の層は、酸化バリウム及び水酸化バリウムの少なくとも一方、酸化カルシウ
ム及び水酸化カルシウムの少なくとも一方、並びに、酸化ストロンチウム及び水酸化スト
ロンチウムの少なくとも一方のうちの、２つ以上を含有することが好ましい。
【００７４】
　酸化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチ
ウム、及び水酸化ストロンチウムの含有量の合計は、上記（Ｂ）の層の全質量を基準とし
て、例えば１．０～７０．０質量％であることができる。上記含有量が１．０質量％以上
であることにより上記（Ｂ）の層によって奏される上述の効果が得られやすくなる。また
、上記含有量が７０．０質量％以下であることにより、塗膜の鋼材への密着性が得られや
すくなる。同様の観点から、上記含有量の合計は、好ましくは２．０～６０．０質量％で
あり、より好ましくは３．０～５０．０質量％である。また、上記（Ｂ）の層における酸
化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム
、及び水酸化ストロンチウムの含有量の合計は、塗膜における酸化バリウム、水酸化バリ
ウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び水酸化ストロンチ
ウムの含有量の合計より大きいことが好ましい。
【００７５】
　上記（Ｂ）の層における上記金属硫酸塩としては、具体的には、上記塗料に含まれる金
属硫酸塩と同様のものが挙げられる。
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【００７６】
　上記（Ｂ）の層は、この他、上記塗料と同様に、上記（Ｂ）の層によって奏される作用
効果を阻害しない範囲内において、樹脂、リン酸、金属粉及びその他の成分等を含有する
ことができる。それぞれの材料の含有量は、上記塗料の固形分（塗膜）中の含有量と同様
であることができる。なお、上記（Ｂ）の層の透湿度は特に制限されない。したがって、
上記（Ｂ）の層は、上記（Ａ）の層における透湿度の要件を満たしてもよい。この場合、
上記（Ｂ）の層は上記（Ａ）の層の機能を兼ねることになる。しかし、上記（Ｂ）の層は
上記（Ａ）の要件を満たさなくてもよい。すなわち、上記（Ｂ）は、乾燥膜厚１００μｍ
において、３００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）を超える透湿度を有する層であってもよい。
【００７７】
　上記（Ｂ）の層の厚さは、例えば、１０～２００μｍであり、１０～１００μｍである
ことが好ましく、１０～５０μｍであることがより好ましい。また、上記（Ｂ）の層の厚
さは、１５～３０μｍであってもよい。
【００７８】
　次に、上記（Ｃ）の層について説明する。（Ｃ）の層は、水１００ｇに対する溶解量が
５℃において０．５ｇ以上である金属硫酸塩を含有する層である。（Ｃ）の層はまた、酸
化バリウム、水酸化バリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム
、及び水酸化ストロンチウムからなる群より選択される少なくとも１種の化合物（酸化物
又は水酸化物）を含有しない、又は、上記金属硫酸塩の全質量に対する上記化合物の全質
量の比が５．０質量％以下であるように含有する、層である。上記（Ｃ）の層が上記化合
物を含有する場合、上記金属硫酸塩の全質量に対する上記化合物の全質量の比は、１．０
質量％以下であることが好ましく、０．１質量％以下であることがより好ましい。塗膜２
０上に、上記（Ｃ）の層のような上塗り塗膜が形成されることにより、金属硫酸塩が上記
（Ｃ）の層に浸入してきた水に溶解して、塗膜２０側に硫酸を供給する。これは、上記（
Ｃ）の層における上記金属硫酸塩の含有量が上記酸化バリウム等の化合物の含有量と比べ
て十分大きく、上記（Ｃ）の層において、金属硫酸塩の溶解によって生じた硫酸イオンが
バリウム、カルシウム及びストロンチウム等のカチオンと反応せず、これらに捕捉されな
いからである。供給された硫酸は、上記（Ｃ）の層より塗膜２０側にある酸化カルシウム
、水酸化カルシウム、酸化ストロンチウム及び／又は水酸化ストロンチウム等と反応し、
さらには鋼材の溶解を促進して、防食化合物層をより強固にすることができる。上記（Ｃ
）の層は、被覆鋼材が腐食性の弱い環境下に置かれる場合においても、防食化合物層の形
成に必要な硫酸イオンを供給することができる。また、被覆鋼材が厳しい腐食環境下に置
かれる場合においても、上記（Ａ）の層又は上記（Ｂ）の層と併用し、硫酸イオンの過剰
な供給を抑制することにより、防食化合物層を強固にする効果を発揮しつつ、防食化合物
層形成前の過度の腐食を防止することができる。上記（Ｃ）の層において、上記金属硫酸
塩は、温度５℃及び濃度１ｍｏｌ／Ｌの水溶液としたときに、５．５以下のｐＨを示すこ
とが好ましい。また、上記金属硫酸塩は、硫酸アルミニウム、硫酸鉄（ＩＩ）、硫酸鉄（
ＩＩＩ）、硫酸銅、及び硫酸クロム（ＩＩＩ）からなる群より選択される少なくとも一種
を含有することが好ましい。金属硫酸塩として上記化合物を用いることにより、強固な防
食化合物層が一層得られやすくなる。
【００７９】
　上記金属硫酸塩の含有量の合計は、上記（Ｃ）の層の全質量を基準として、例えば１．
０～７０．０質量％であることができる。上記含有量が１．０質量％以上であることによ
り上記（Ｃ）の層によって奏される上述の効果が得られやすくなる。また、上記含有量が
７０．０質量％以下であることにより、塗膜の鋼材への密着性が得られやすくなる。同様
の観点から、上記含有量の合計は、好ましくは２．０～６０．０質量％であり、より好ま
しくは３．０～５０．０質量％である。また、上記（Ｃ）の層における上記金属硫酸塩の
含有量の合計は、塗膜における上記金属硫酸塩の含有量の合計より大きいことが好ましい
。
【００８０】
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　上記（Ｃ）の層は、この他、上記塗料と同様に、上記（Ｃ）の層によって奏される作用
効果を阻害しない範囲内において、樹脂、リン酸、金属粉及びその他の成分等を含有する
ことができる。それぞれの材料の含有量は、上記塗料の固形分（塗膜）中の含有量と同様
であることができる。なお、上記（Ｃ）の層の透湿度は特に制限されない。したがって、
上記（Ｃ）の層は、上記（Ａ）の層における透湿度の要件を満たしてもよい。この場合、
上記（Ｃ）の層は上記（Ａ）の層の機能を兼ねることになる。しかし、上記（Ｃ）の層は
上記（Ａ）の要件を満たさなくてもよい。すなわち、上記（Ｃ）は、乾燥膜厚１００μｍ
において、３００ｇ／（ｍ２・２４ｈ）を超える透湿度を有する層であってもよい。
【００８１】
　上記（Ｃ）の層の厚さは、例えば、１０～２００μｍであり、１０～１００μｍである
ことが好ましく、１０～５０μｍであることがより好ましい。また、上記（Ａ）の層の厚
さは、１５～３０μｍであってもよい。
【００８２】
　上塗り塗膜の形成方法としては、上塗り塗膜形成用の樹脂塗料を塗膜２０の形成の際の
塗料の塗布方法と同様の方法が挙げられる。
【００８３】
　上記塗膜２０を鋼材等の表面に設けることにより、鋼材等に対して一般的な腐食環境の
みならず、酸性環境又は塩化物を含む厳しい腐食環境においても、高い耐食性を付与する
ことができる。また、上塗り塗膜を塗膜２０の上に設けることにより、鋼材等に意匠性を
付与することができるとともに、防食化合物層による防食効果を補助することができ、鋼
材の耐食性をさらに向上することが可能となる。上記塗膜２０と鋼材との間に、装飾及び
防食等のための別の層が設けられていても差し支えない。また、鋼材が錆を有する場合、
塗料の塗布前に、鋼材表面をショットブラスト又は電動工具等で研磨してもよく、ワイヤ
ーブラシ等で錆を除去してもよい。反対に、鋼材の錆を除去しないままに塗料を塗布する
ことも可能である。したがって、例えば、不動産である橋梁を構成する鋼材において、そ
の使用による錆が生じた場合に、錆を含んだまま鋼材上に塗料を塗布し、塗膜を形成する
ことにより、当該鋼材に対して耐食性を付与することが可能であり、現場での柔軟な対応
を可能とすることができる。なお、上塗り塗膜は、上記塗膜と併せて、鋼材等を保護する
ための保護膜であるということもできる。この場合、上記保護膜は上記塗膜と、上記塗膜
の上に設けられた上塗り塗膜とを備える。
【００８４】
　図１の（ｃ）に示すように、耐食性鋼構造体２００は、鋼材１０と、塗膜２０と、鋼材
１０と塗膜との間に形成された防食化合物層３０とを備える。図１の（ｂ）に示される被
覆鋼材１００を、水を含む腐食環境下に曝露させることにより、塗膜２０中の各成分と、
鋼材１０中の鉄などの金属成分と、が上述した作用を伴って防食化合物層３０を形成し、
耐食性鋼構造体２００が得られる。
【００８５】
　防食化合物層３０の形成のために、好適な被覆鋼材１００の曝露環境は被覆鋼材１００
に水分を提供可能な含水雰囲気であることができ、上記曝露は例えば屋外環境若しくは屋
内環境下、塩酸等の酸性環境下、海塩粒子飛来環境下、又はＳＯｘ若しくはＮＯｘ等の大
気汚染物質飛来環境下等で行われてもよい。また、好適な被覆鋼材１００の曝露条件とし
ては、例えば、屋外に１～３０日程度曝すことが挙げられる。
【００８６】
　耐食性鋼構造体２００は、防食化合物層３０を備えることから、外部の腐食環境に存在
する水、酸素及び各種腐食性物質が鋼材に過度に透過することを抑制することができ（バ
リアー効果）、一般的な腐食環境のみならず、酸性環境又は塩化物を含む厳しい腐食環境
においても優れた耐食性を有する。防食化合物層３０の形成後に、塗膜２０を剥離しても
よい。
【００８７】
　防食化合物層３０の厚さは、０．５～５０μｍ程度であってよい。防食化合物層３０の
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厚さが０．５μｍ以上であると、鋼材の耐食効果が得られやすくなる。
【００８８】
　この防食化合物層は、一般腐食環境のみならず、酸性環境又は塩化物を含む厳しい腐食
環境においてもその効果を発揮するものである。なお、ここでいう酸性環境又は塩化物を
含む厳しい腐食環境とは、低いｐＨ環境（例えば、ｐＨ４．０以下）、又は、塩化物が常
時各種鋼材表面に自然大気腐食環境（一般的な腐食環境）を上回る濃度で存在する（例え
ば海のごく近くの海水が直接飛来する地上）など、鋼材の腐食を著しく加速することが想
定される環境などが例示される。
【００８９】
　また、図２の（ａ）～（ｃ）に示すように、鋼材１０に代えて、めっき鋼材１４を用い
てもよい。図２の（ａ）に示すように、めっき鋼材１４は、鋼材１０の表面に、防食作用
を有する金属、例えば、アルミニウム、亜鉛及びこれらの合金等の金属によるめっき層１
２を有するものである。鋼材１０に代えてめっき鋼材１４を用いた場合、図２の（ｂ）に
示すように、被覆鋼材１００はめっき鋼材１４と、該めっき鋼材１４の表面上に形成され
た塗膜２０とを備える。めっき鋼材１４としては、例えば、溶融亜鉛めっき鋼材が挙げら
れる。
【００９０】
　また、鋼材１０に代えてめっき鋼材１４を用いた場合、図２の（ｃ）に示すように、耐
食性鋼構造体２００は、めっき鋼材１４と、塗膜２０と、めっき鋼材１４と塗膜２０との
間又は塗膜２０の内部に形成された防食化合物層３０とを備える。なお、図１のように鋼
材１０上に上記塗料を塗布したときには、鋼材１０中の一部の鉄等の腐食による鉄イオン
や鉄酸化物の生成が防食化合物層３０の形成に寄与するが、図２のようにめっき鋼材１４
上に上記塗料を塗布したときには、めっき層１２中の一部の亜鉛等の腐食による亜鉛イオ
ンや亜鉛酸化物の生成が防食化合物層３０の形成に寄与する。
【実施例】
【００９１】
　以下、本発明の実施例を示して、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら
の実施例に限定されるものではなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲での種々の変
更が可能である。
【００９２】
（実施例１）
＜塗料の調製＞
　酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、硫酸アルミニウム、硫酸ニッケル、及び硫酸マ
グネシウムの原料粒子を準備し、それぞれの粒子を乾式ジェットミル中で粉砕／解砕して
粒径を小さくする処理をした。処理後の酸化カルシウム粒子３質量部、処理後の酸化スト
ロンチウム粒子３質量部、処理後の硫酸アルミニウム粒子２質量部、処理後の硫酸ニッケ
ルの粒子２質量部、処理後の硫酸マグネシウムの粒子２質量部、体質・着色顔料１０質量
部、及びエポキシ樹脂とポリアミノアミド樹脂との混合物（表３に示す樹脂Ｙ）７８質量
部を、塗料の粘度が２０℃において２００～１０００ｃｐｓとなるように適当量のキシレ
ン、トルエン及びイソプロピルアルコールとともにビーズミル中で分散し、実施例１の塗
料を得た。なお、上記体質・着色顔料（体質・着色顔料等ということがある）は、体質顔
料としての、硫酸バリウム及び炭酸カルシウム、並びに、着色顔料としての、ベンガラ、
カーボン（無機顔料）及びフタロシアニンブルー（有機顔料）からなり、それぞれを等質
量部含むものである。塗料の固形分の組成を表４に示す。
【００９３】
＜被覆鋼材の作製＞
　３０×２５×５ｍｍの寸法を有する、下記表１に示す試験片（Ｉ）を準備した。表１は
、腐食試験に用いる鋼材の化学成分及び亜鉛めっきの有無を示すものである。表１中の数
値の単位はいずれも質量％であり、表１中に記載される以外の化学成分は鉄（Ｆｅ）であ
る。試験片（Ｉ）の表面に対して下記表２に示す前処理αを行い、得られた清浄表面を有
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する試験片を試験片（Ｉα）とした。表４における試験材Ａとは上記試験片（Ｉα）を意
味する。
【００９４】
　前処理後の試験片（Ｉα）の表面に、エアスプレー法により、得られた塗料を塗布した
。そして、塗布後の試験材を常温（２５℃）で、通常の塗膜試験法に従い、７日間空気中
で乾燥させることにより、実施例１の被覆鋼材を得た。塗料から形成された塗膜の厚さは
２５μｍであった。
【表１】

【表２】

【００９５】
（実施例及び比較例２～１１０、実施例及び比較例１２１～１５０、並びに比較例１６１
～１７０）
　塗料の組成を表４～表１４、表１６～１８、及び表２０に記載されるように変更した以
外は実施例１と同様にして実施例及び比較例２～１１０、実施例及び比較例１２１～１５
０、並びに比較例１６１～１６６の塗料を得た。比較例１６１～１６６の塗料には、ＪＩ
Ｓ　Ｋ　５５５３に規定される市販の有機ジンクリッチ塗料を用いた。なお、塗料中の溶
剤の量は、Ｂ型粘度計を用いた２０℃における塗料の粘度が２００～１０００ｃｐｓとな
るように、適宜調整した。また、比較例１６７～１７０では、塗料を塗布しなかった。さ
らに、実施例及び比較例２～１１０、実施例及び比較例１２１～１５０、並びに比較例１
６１～１７０では、鋼材の試験片、前処理方法、及び塗膜の厚さを表４～表１４、表１６
～１８、及び表２０に記載されるように変更した以外は、実施例１と同様にして実施例及
び比較例２～１１０、実施例及び比較例１２１～１５０、並びに比較例１６１～１７０の
被覆鋼材を得た。粒子の平均粒径は、乾式ジェットミルにより粉末状態の粒子を粉砕する
こと、３本ロールミル若しくはビーズミルで塗料中に分散すること、及び、上記粉砕若し
くは分散の時間を変更すること、を単独で又は組み合わせて行うことにより、調整した。
【００９６】
（実施例１１１～１２０及び実施例１５１～１６０）
　塗料の組成を表１５及び表１９に記載されるように変更した以外は実施例１と同様にし
て実施例１１１～１２０及び実施例１５１～１６０の塗料を得た。塗料中の溶剤の量は、
Ｂ型粘度計を用いた２０℃における塗料の粘度が２００～１０００ｃｐｓとなるように、
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適宜調整した。さらに、実施例１１１～１２０及び実施例１５１～１６０については、鋼
材の試験片、前処理方法、及び塗膜の厚さを表１５及び表１９に記載されるように変更し
て塗膜を形成するとともに、この塗膜上にさらに上塗り塗料を塗布して設けた上塗り塗膜
（（Ａ）の層に相当する）を表１５及び表１９に記載される厚さ及び透湿度となるように
形成したこと以外は実施例１と同様にして実施例１１１～１２０及び実施例１５１～１６
０の被覆鋼材を得た。粒子の平均粒径は、乾式ジェットミルにより粉末状態の粒子を粉砕
すること、３本ロールミル又はビーズミルで塗料中に分散すること、及び、上記粉砕又は
分散の時間を変更すること、を単独で又は組み合わせて行うことにより、調整した。なお
、上塗り塗膜の透湿度は、上塗り塗料として、ポリエチレン樹脂、エポキシ樹脂、ポリビ
ニルブチラール樹脂、及びポリビニルアルコール樹脂を単独又は混合して用いることによ
り、調整した。上塗り塗膜の透湿度は、各実施例及び比較例と同じ上塗り塗料を用いて透
湿度測定用に厚さ１００μｍの上塗り塗膜を作製し、ＪＩＳ　Ｚ　０２０８（カップ法）
の条件Ｂ（温度４０℃、相対湿度９０％）に準じて測定した。
【００９７】
（実施例１７１～１７８）
　透湿度が表２１に記載のとおりとなるように塗膜を形成したこと以外は実施例１６と同
様にして、実施例１７１～１７４の塗料及び被覆鋼材を得た。また、透湿度が表２１に記
載のとおりとなるように塗膜を形成したこと以外は実施例３６と同様にして、実施例１７
５～１７８の塗料及び被覆鋼材を得た。塗膜の透湿度は、塗料の調製において、樹脂とし
て、エポキシ樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ウレタン樹脂、ポリエチレン樹脂、及び
二酢酸セルロース樹脂を適当量混合したものを用いることにより、調整した。
【００９８】
　塗膜の透湿度は、以下に示す２つの方法（三酢酸セルロースフィルムを用いた方法と剥
離紙を用いた方法）で測定した。各実施例で用いたものと同じ塗料を三酢酸セルロースフ
ィルム及び剥離紙上にそれぞれ塗布し、乾燥して厚さ１００μｍの塗膜を形成した。剥離
紙から、塗膜を機械的に剥離することにより透湿度測定用塗膜を得た。同様の操作により
、各実施例の塗料から、透湿度測定用塗膜１０個、及び、塗膜と三酢酸セルロースフィル
ムとの積層体１０個を得た。塗膜の透湿度は、これらに対して、ＪＩＳ　Ｚ　０２０８（
カップ法）の条件Ｂに準ずる方法で測定した。すなわち、透湿度測定用塗膜、塗膜と三酢
酸セルロースフィルムの積層体、及び、当該積層体の作製に用いたものと同じ三酢酸セル
ロースフィルムをそれぞれ吸湿剤入りネジ式カップに装着させた。積層体は、三酢酸セル
ロールフィルムが吸湿剤側に向くように配置した。装着後のネジ式カップを、温度４０℃
、相対湿度９０％の恒温恒湿層内に設置し、２４時間経過後のカップ質量を測定した。透
湿度測定用塗膜１０個の質量変化の平均値から、単位面積当たりに換算したときの塗膜の
透湿度を求めた。さらに、塗膜と三酢酸セルロースフィルムの積層体１０個の質量変化の
平均値から、三酢酸セルロースフィルムの質量変化を差し引き、単位面積当たりに換算す
ることにより、塗膜の透湿度を求めた。三酢酸セルロースフィルムを用いた方法と剥離紙
を用いた方法との間で測定された透湿度の差異がほとんど認められなかったため、両方法
の平均値を塗膜の透湿度とした。
【００９９】
（実施例及び比較例１８１～１８６）
　塗料の組成を表２２に記載されるように変更した以外は実施例１と同様にして実施例及
び比較例１８１～１８６の塗料を得た。塗料中の溶剤の量は、Ｂ型粘度計を用いた２０℃
における塗料の粘度が２００～１０００ｃｐｓとなるように、適宜調整した。さらに、鋼
材の試験片、前処理方法、及び塗膜の厚さを表２２に記載されるように変更して塗膜を形
成したこと以外は実施例１と同様にして実施例及び比較例１８１～１８６の被覆鋼材を得
た。比較例１８１、１８３及び１８５における粒子の平均粒径の調整は特に厳密に行わな
かった。すなわち、市販の粉末状態の粒子を乳鉢で粉砕した後、ビーズミルで樹脂中に短
時間分散することにより塗料を得た。一方、実施例１８２、１８４及び１８６における粒
子の平均粒径は、乾式ジェットミルにより粉末状態の粒子を粉砕し、３本ロールミル又は
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ビーズミルで塗料中に比較例１８１、１８３及び１８５よりも長時間分散することにより
、調整した。実施例及び比較例１８１～１８２及び１８３～１８４の被覆鋼材はそれぞれ
、特開２００１－２３４３６９号公報の試験番号４１及び４２と同じ塗料固形分及び塗膜
組成並びに試験材の条件で作製したものであり、実施例及び比較例１８５～１８６の被覆
鋼材は、国際公開第２０１４／０２０６６５号公報の実施例９１と同じ塗料固形分及び塗
膜組成並びに試験材の条件で作製したものである。
【０１００】
（実施例１９１～２００）
　実施例７４と同様にして、表２３に記載されるとおり、実施例１９１～２００の塗料を
得て、試験片の表面上に塗膜を形成した。塗料中の溶剤の量は、Ｂ型粘度計を用いた２０
℃における塗料の粘度が２００～１０００ｃｐｓとなるように、適宜調整した。さらに、
実施例１９１～２００では、上記塗膜上に表２４に記載される組成を有する上塗り塗料を
各々表２３に記載されるとおりの厚さ及び樹脂で塗布して設けた上塗り塗膜（実施例１９
１、１９３、１９５、１９７及び１９９においては（Ｂ）の層に相当し、実施例１９２、
１９４、１９６、１９８及び２００においては（Ｃ）の層に相当する）を形成したこと以
外は実施例７４と同様にして被覆鋼材を得た。
【０１０１】
（実施例２０１～２１０）
　実施例８８と同様にして、表２５に記載されるとおり、実施例２０１～２１０の塗料を
得て、試験片の表面上に塗膜を形成した。塗料中の溶剤の量は、Ｂ型粘度計を用いた２０
℃における塗料の粘度が２００～１０００ｃｐｓとなるように、適宜調整した。さらに、
実施例２０１～２１０では、上記塗膜上に表２４に記載される組成を有する第１上塗り塗
料を各々表２５に記載されるとおりの厚さ及び樹脂で塗布して設けた第１上塗り塗膜（実
施例２０１、２０３、２０５、２０７及び２０９においては（Ｂ）の層に相当し、実施例
２０２、２０４、２０６、２０８及び２１０においては（Ｃ）の層に相当する）、及び上
記第１上塗り塗膜上に表２５に記載される組成を有する第２上塗り塗料を表２５に記載さ
れるとおりの厚さ及び樹脂で塗布して設けた第２上塗り塗膜（実施例２０１、２０３、２
０５、２０７及び２０９においては（Ｃ）の層に相当し、実施例２０２、２０４、２０６
、２０８及び２１０においては（Ｂ）の層に相当する）を形成したこと以外は実施例８８
と同様にして被覆鋼材を得た。
【０１０２】
（実施例２１１～２１４）
　実施例７４と同様にして、表２６に記載されるとおり、実施例２１１～２１４の塗料を
得て、試験片の表面上に塗膜を形成した。次に、実施例２１１～２１４では、上記塗膜上
にさらに表２４に記載される組成を有する第１上塗り塗料を各々表２６に記載されるとお
りの厚さ及び樹脂で塗布して設けた第１上塗り塗膜（実施例２１１及び２１３においては
（Ｂ）の層に相当し、実施例２１２及び２１４においては（Ｃ）の層に相当する）を形成
した。そして、上記第１上塗り塗膜上にさらに表２４に記載される組成を有する第２上塗
り塗料を各々表２６に記載されるとおりの厚さ及び樹脂系で塗布して設けた第２上塗り塗
膜（実施例２１１及び２１３においては（Ｃ）の層に相当し、実施例２１２及び２１４に
おいては（Ｂ）の層に相当する）を形成した。さらに、実施例２１３～２１４では、上記
第２上塗り塗膜上にさらに第３上塗り塗料を塗布して設けた第３上塗り塗膜（（Ａ）の層
に相当する）を表２６に記載される厚さ及び透湿度となるように形成した。以上のように
して、実施例２１１～２１４の被覆鋼材を得た。なお、第３上塗り塗膜の透湿度は、上塗
り塗料として、ポリエチレン樹脂、エポキシ樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、及びポリ
ビニルアルコール樹脂を単独又は混合して用いることにより、調整した。
【０１０３】
（実施例２１５～２１６）
　厚さがそれぞれ６０μｍ及び１２０μｍの塗膜を形成したこと以外は、実施例７４と同
様にして、実施例２１５～２１６の被覆鋼材を得た。
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【０１０４】
（実施例２２１～２２４）
　実施例８４と同様にして、表２７に記載されるとおり、実施例２２１～２２４の塗料を
得て、試験片の表面上に塗膜を形成した。次に、実施例２２１～２２４では、上記塗膜上
にさらに表２４に記載される組成を有する第１上塗り塗料を各々表２７に記載されるとお
りの厚さ及び樹脂系で塗布して設けた第１上塗り塗膜（実施例２２１及び２２３において
は（Ｂ）の層に相当し、実施例２２２及び２２４においては（Ｃ）の層に相当する）を形
成した。そして、実施例２２３～２２４では、上記第１上塗り塗膜上にさらに第２上塗り
塗料を塗布して設けた第２上塗り塗膜（（Ａ）の層に相当する）を表２７に記載される厚
さ及び透湿度となるように形成した。以上のようにして、実施例２２１～２２４の耐酸試
験用及び耐塩化物試験用の被覆鋼材を得た。なお、第２上塗り塗膜の透湿度は、上塗り塗
料として、ポリエチレン樹脂、エポキシ樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、及びポリビニ
ルアルコール樹脂を単独又は混合して用いることにより、調整した。
【０１０５】
　なお、実施例及び比較例２～１７８及び１９１～２２４の被覆鋼材には、試験材として
、上記試験材Ａとともに試験材Ｂ～Ｄを用いている。また、実施例１８１～１８４の被覆
鋼材には、試験材として、試験材Ｅを用いており、実施例１８５～１８６の被覆鋼材には
、試験材Ｆを用いている。実施例及び比較例２～２２４における試験材Ａ～Ｆについて以
下のとおり説明する。
【０１０６】
　上記表１に示す試験片（Ｉ）～（ＩＶ）を準備した。試験片（ＩＩ）の表面に対して上
記表２に示す前処理αを行い、得られた試験片を試験片（ＩＩα）とした。試験片（Ｉ）
及び（ＩＩ）の表面に対して上記表２に示す前処理βを行い、得られた試験片をそれぞれ
試験片（Ｉβ）及び（ＩＩβ）とした。試験片（ＩＩＩ）の表面に対して上記表２に示す
前処理γを行い、得られた試験片を試験片（ＩＩＩγ）とした。試験片（ＩＶ）の表面に
対して上記表２に示す前処理γを行い、得られた試験片を試験片（ＩＶγ）とした。
【０１０７】
　表４～２３及び２５～２７の試験材の欄に記載されている試験材Ａとは、上述のとおり
、試験片（Ｉα）を意味する。試験材Ｂとは上記試験片（Ｉβ）を意味する。試験材Ｃと
は上記試験片（ＩＩα）を意味する。試験材Ｄとは上記試験片（ＩＩβ）を意味する。試
験材Ｅとは上記試験片（ＩＩＩγ）を意味する。試験材Ｆとは上記試験片（ＩＶγ）を意
味する。
【０１０８】
　また、上記前処理βにおける大気中への曝露は、福井県小浜市の小浜湾を西に望む海岸
から２０ｍの位置（北緯３５度３１分４９．３９秒、東経１３５度４５分４．６９秒）に
おいて、曝露姿勢を水平として行った。当該曝露地の年平均飛来塩分量は、約０．８ｍｇ
ＮａＣｌ／１００ｃｍ２／日と、海塩の飛来の影響を強く受ける腐食環境である。
【０１０９】
　表４～２３及び２５～２７の樹脂の欄の記号の意味は下記表３に示すとおりである。例
えば、樹脂の欄にＸと記載された実施例は、実施例１のエポキシ樹脂とポリアミノアミド
樹脂との混合物（樹脂Ｙ）に代えて、同じ質量の、ポリビニルブチラール樹脂が用いられ
たことを示している。また、表４～２３及び２５～２７中の亜鉛粉末の平均粒径は４μｍ
であり、アルミニウム粉末の平均粒径は６μｍである。カップリング剤にはシランカップ
リング剤（信越化学工業株式会社製、商品名：ＫＢＭ－４０３）を用い、セルロースナノ
ファイバーにはセルロースナノファイバー（第一工業製薬株式会社製、商品名：レオクリ
スタ）を用いた。
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【表３】

【０１１０】
＜平均粒径の測定＞
　カルシウム化合物とストロンチウム化合物の粒子の平均粒径、及び金属硫酸塩の粒子の
平均粒径を、下記方法により測定した。すなわち、実施例及び比較例で得られた塗料を、
１００μｍ以上の乾燥膜厚になるようにみがき鋼板上に塗布した。乾燥後の塗膜の断面を
、ＳＥＭ（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）－ＥＤＳ（Ｅ
ｎｅｒｇｙ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）により観
察し、元素分析を行った。ＳＥＭ－ＥＤＳによる元素分析結果に基づいて、画像中におい
て、測定対象となる粒子と、それ以外の粒子とを区別した。測定対象となる粒子２００個
を任意に選定し、それぞれの粒子の定方向最大径を測定した。２００個の粒子の定方向最
大径の算術平均値を、当該粒子の平均粒径と定義した。
【０１１１】
＜腐食試験前後での試験材の厚さの減少量評価＞
　実施例及び比較例１～１７８及び１９１～２２４で得られた被覆鋼材をセラミック製の
台の上に水平に置き、下記（１）～（３）の工程を１サイクルとしたサイクル腐食試験を
５７６０時間行った。
　（１）　温度５０℃相対湿度９５％の環境下に１５．５時間曝露（湿潤工程）
　（２）　温度６０℃相対湿度５０％の環境下に８時間曝露（乾燥工程）
　（３）　北緯３５度３１分５０秒、東経１３５度４５分４秒の位置で採取した自然海水
をろ過した後、塩酸でｐＨ４に調整した水溶液を３０℃で噴霧工程中常時被覆鋼材表面に
厚さ１００μｍ以上の液膜が存在するように０．５時間噴霧（噴霧工程）
【０１１２】
＜曝露試験前後での試験材の厚さの減少量評価＞
　実施例及び比較例１８１～１８４で得られた被覆鋼材を、海岸より８ｍの位置にある福
井県小浜市の海岸地帯に２年間曝露した。この曝露地の飛来塩分量は、１．２２ｍｇ／ｄ
ｍ２／日（１．２２ｍｇ／１００ｃｍ２／日）である。上記曝露試験方法は、特開２００
１－２３４３６９号公報における曝露試験と同じ方法である。
【０１１３】
＜長期曝露試験前後での試験材の厚さの減少量評価＞
　実施例及び比較例１８５～１８６で得られた被覆鋼材を、福井県小浜市の小浜湾を西に
望む海岸から２０ｍの位置（北緯３５度３１分４９．３９秒、東経１３５度４５分４．６
９秒）に水平に置いて、大気曝露試験を１０年間行った。当該曝露地の年平均飛来塩分量
は、約０．８ｍｇＮａＣｌ／１００ｃｍ２／日である。上記長期曝露試験方法は、国際公
開第２０１４／０２０６６５号公報における曝露試験と同じ方法である。
【０１１４】
　試験材として上記試験片（Ｉα）、上記試験片（ＩＩＩγ）又は上記試験片（ＩＶγ）
を用いた場合は、塗膜剥離剤を用いて曝露試験後の被覆鋼材から塗膜を除去し、その後、
得られた鋼材をクエン酸二アンモニウム及び微量の腐食抑制液の混合水溶液中に浸漬して
除錆した。除錆後の鋼材の質量と、曝露試験前の試験片の質量とを比較することにより、
曝露試験前後での試験片の厚さの減少量を求めた。なお、上記厚さの減少量は、鋼材の厚
さが、鋼材の全表面で均一に減少していると仮定して求めたものである。
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【０１１５】
　試験材として上記試験片（Ｉβ）を用いた場合は、前処理βを行った別の試験片を上記
と同様に除錆し、除錆後の試験片の質量を曝露試験前の試験片の質量とみなした以外は、
試験片（Ｉα）と同様にして鋼材の厚さの減少量を求めた。
【０１１６】
　試験材として上記表１に示す試験片（ＩＩα）又は試験片（ＩＩβ）を用いた場合は、
曝露試験前後において、試験片断面観察から亜鉛めっき層の厚さを測定し、両者を比較す
ることにより、曝露試験前後での鋼材の厚さ（板厚）の減少量（亜鉛めっきと下地となる
普通鋼材を併せた厚さの減少量）を求めた。評価結果を表４～２７に示す。
【０１１７】
【表４】

【０１１８】
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【表５】

【０１１９】
【表６】

【０１２０】
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【表７】

【０１２１】
【表８】

【０１２２】
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【表９】

【０１２３】
【表１０】

【０１２４】
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【表１１】

【０１２５】
【表１２】

【０１２６】
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【表１３】

【０１２７】
【表１４】

【０１２８】
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【表１５】

【０１２９】
【表１６】

【０１３０】
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【表１７】

【０１３１】
【表１８】

【０１３２】
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【表１９】

【０１３３】
【表２０】

【０１３４】
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【表２１】

【０１３５】
【表２２】

 
【０１３６】
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【表２３】

【０１３７】
【表２４】

【０１３８】
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【表２５】

【０１３９】
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【表２６】

【０１４０】
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【表２７】

【０１４１】
　試験結果から以下のことが明らかとなった。すなわち、実施例ではいずれの場合も比較
例に比べて試験片の板厚減少量が極めて小さく、例えば全く塗装を施さない比較例１６７
～１７０では板厚減少量が大変大きくなっており、ジンクリッチ塗料を塗布した比較例１
６１～１６６では、全く塗装を施さないよりは腐食を抑えているがそれでも大きな板厚減
少量を示している。これらのことから、本発明に係る塗料は、酸性環境又は塩化物を含む
厳しい腐食環境においても、鋼材に高い耐食性を付与することができると結論づけられる
。
【０１４２】
　また、図３～７にはそれぞれ表４～１１に示される実施例及び比較例１～８０の試験片
の板厚減少量を縦軸に、カルシウム化合物（Ｃａ化合物）及びストロンチウム化合物（Ｓ
ｒ化合物）の粒子の平均粒径、又は金属硫酸塩の粒子の平均粒径を横軸にとったときの散
布図が示されている。図３～７を見ても明らかなように、カルシウム化合物及びストロン
チウム化合物の粒子の平均粒径、又は金属硫酸塩の粒子の平均粒径が１７μｍを超えたあ
たりから、試験片の板厚減少量が急激に増加していることが確認できる。
【０１４３】
　また、実施例１９１～２２４の被覆鋼材では、塗膜上にさらに上塗り塗膜が設けられて
おり、塗膜のみが設けられている被覆鋼材と比べても板厚減少量がさらに小さくなってい
る。したがって、被覆鋼材が塗膜に加えて当該塗膜上に上塗り塗膜を備えることにより、
酸性環境又は塩化物を含む厳しい腐食環境においても、一層高い耐食性を有していること
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【０１４４】
　なお、上述の腐食試験の腐食環境は、海岸付近で鋼材を降雨や日照に直接さらす自然腐
食環境（一般的な腐食環境）に比べてかなり厳しい条件である。その理由は、例えば海岸
付近のような自然腐食環境においては直接海水が飛来することはほとんどなく、海塩粒子
が鋼材に飛来するため腐食が進行しやすいものの、一方で降雨により飛来付着した海塩粒
子が洗い流されるためである。
【符号の説明】
【０１４５】
　１０…鋼材、１２…めっき層、１４…めっき鋼材、２０…塗膜、３０…防食化合物層、
１００…被覆鋼材、２００…耐食性鋼構造体。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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